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日系多国籍企業が直面するＰ/Ｅ 

（恒久的施設）課税への対応 

 



はしがき 
 
 

 近年、我が国企業が国境を越えて事業を行う場合、どのような所得に対してどの国に

課税権があるのか、事実認定をめぐって課税当局と議論になるケースが珍しくない。「Ｐ

Ｅ（恒久的施設）なければ課税なし」が国際課税の原則であるものの、国によって我が

国との租税条約上の規定は微妙に異なっており、また、運用面でも国・地域、調査時期

等により課税当局の認定基準や判断が異なるケースが散見されるのが現状といえる。 
  

 この問題は、日本機械輸出組合国際税務研究会においても、長年検討を続けてきたが、

この度、国際的二重課税の解消に向けて問題となりがちな一定の場所を有しないＰＥ

（建設ＰＥ、サービスＰＥ、代理人ＰＥ）の概念について、国連モデル条約、ＯＥＣＤ

モデル条約で規定されている内容、我が国が締結した租税条約の規定、及び我が国以外

の先進国が締結している租税条約の規定を比較・分析し、整理することとした。 
また、主要国におけるＰＥ課税に関する取り扱いと執行状況について具体例な判例に

基づく分析を行い、巻末に参考資料： チェックリストとして、我が国が締結した租税

条約の各国別のＰＥ範囲の一覧とＰＥ判断基準の目安とするフローチャート等を掲載

した。 
 

 本報告書の作成に当たって、貴重な意見をいただいた当組合国際税務研究会メンバー

及び本稿を執筆いただいたＫＰＭＧ税理士法人 高嶋健一氏及び小森健次氏には改めて、

厚く御礼を申し上げたい。本報告書が、組合員企業及び関係各位の今後の国際税務に関

する対応の参考となれば幸甚である。 
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